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豊田市博物館準備課 〒471-0079 豊田市陣中町 1-21-2 ℡：0565-32-6512 

サークル・団体・企業 向け 

『みんなでつくりつづける博物館』 

それが豊田市博物館の運営コンセプトです。 

（2024年４月 開館予定） 

2024 年４月 開館予定 

 

とよはくパートナーの一員になって、 

豊田市の人と未来をつくることに、共に取り組んでみませんか？ 
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豊田市博物館『とよはくパートナー』 

 

１ 目 的                                    

  豊田市博物館は、地域のあゆみをうけつぎ、魅力をさぐり、豊田市の人と未来をつく

ることを目指しています。そのために、「みんなでつくりつづける博物館」を運営コンセ

プトとし、個人や有志サークル、地域団体、企業等が「とよはくパートナー」として博

物館と継続的に関わり、相互に創造的な活動を展開していきます。「とよはくパートナー」

は、博物館を来館者や地域社会と『つなげる』活動や、博物館の資料や環境を『まもり

つたえる』活動を、博物館と共に行います。 

  ※『有志サークル、地域団体、企業等』は、以下『サークル・団体・企業』と表記します。 

２ サークル・団体・企業による「とよはくパートナー」                      

（１）募集対象 ※以下の条件を満たすサークル・団体・企業 

・地域社会に向けた貢献活動を行うサークル・団体・企業 

・博物館の目指す目的に向かって、共に活動することができるサークル・団体・企業 

・博物館の運営方針に合致した活動を、継続的に進めていくことのできるサークル・団体・企業 
 

（２）活 動 

 ①活動内容 

博物館の展示資料や場所などを活用した多様な活動をすることができます。具体的

な内容については、サークル・団体・企業と博物館で事前協議を行い、博物館での活動

を中心とした継続的な関わり方や活動内容を相談して決めていきます（活動場所、活動

時間、活動内容など）。 
 

②パートナー活動で期待できること 

・社会貢献活動をするために、博物館を活用して研究や活動を進め、取り組んだ成果を

博物館で発信することができます。 

・サークル・団体・企業がもつ専門技術を活かした展示をすることで、その特徴や魅力を

広く発信することができます。 

・サークル・団体・企業の得意分野を生かした講座やイベントを実施する際に、使用料が

かからずに博物館の施設を活用できます。 

・小中学校向けの博物館学習において、サークル・団体・企業の得意分野を生かした学習

プログラムを作成し、学校の要望に応じて実践することができます。 

・企業研修等を博物館で実施することで、豊田市の自然や歴史への理解を深めるなど、

人材の育成に取り組むことができます。 

・参加、協力をいただいた博物館の事業には、サークル・団体・企業名が明示されます。 

・博物館ホームページに、サークル・団体・企業の URL を掲載することができます。 

等 
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３ 事前説明会の開催                                    

登録を検討されているサークル・団体・企業は、「事前説明会」に是非ご参加ください。

活動のイメージなどを詳しくご紹介します。 

申込不要です。当日、直接会場にお越しください。 

日 時 会 場 時 間 

7 月１４日（金） 朝日丘交流館 10：00－12：00 

7 月１５日（土） 朝日丘交流館 10：00－12：00 

（すべて同一内容となります。） 

※ 事情により、事前説明会に参加できない場合は、個別で説明をさせていただく機

会を設定することも可能です。その際は、お問合せ先までご連絡ください。 

※ 事前説明会に参加できないサークル・団体・企業も登録手続きを行うことができ

ます。 

 

４ 手続方法                                    

①別紙の登録手続書に必要事項を記入のうえ、募集案内表紙の住所へ郵送、又は持参し

てください。 

②登録手続書をご提出いただいたサークル・団体・企業と博物館で、事前協議を行い、継

続的な関わり方や活動内容を決定していきます。 

 ③サークル・団体・企業と博物館で、継続的な関わり方や活動内容の合意形成ができた

後に、博物館におけるパートナーとして登録し、活動を開始することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ先】豊田市 博物館準備課 TEL：0565-32-6512 

 

 

 

 

 

 

 

団体・企業による「とよはくパートナー」活動が始まるまでの流れ 

① 
 

登録手続書 
提出 

② 
 

事前協議 実施 
（活動内容等） 

③ 
 

とよはくパートナー 
活動開始 

活
動
内
容 

決
定 

登
録 
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豊田市博物館 とよはくパートナー【サークル・団体・企業】登録手続書 

太枠内をご記入ください 

ご記入の上、本登録手続書を、表紙の住所へ郵送、又は持参して提出してください。 

登録番号   新規  ・  継続 

フリガナ  

団 体 名 
 

 

フリガナ  

代 表 者 
 

 

フリガナ  

担 当 者 
 

 

住  所 
【〒     ―         】 

 

電話番号  

E-mail  

登録理由 

 

 

博物館で実施したい活動に☑を入れてください。 

※ 現時点において分かる範囲で記入してください。複数回答可。 

□サークル・団体・企業の紹介や成果発表  □博物館への技術提供 

□市民向け講座の開催           □博物館学習への協力 

□博物館を活用した研究          □研修での活用 

□その他（                             ） 

博物館で利用したい場所に☑を入れてください。 

※ 現時点において分かる範囲で記入してください。複数回答可。 

《屋内》 

□セミナールーム □体験室 □みんなの研究室 □えんにち空間 

《屋外》 

□芝生広場 □ウッドデッキ □観察池 □どんぐりの森 □むかしの家 

□その他（                             ） 

博物館 記入欄 

記入例 

●● ●● 
●●●●   ●●● 

●● ●● 
●●●●   ●●● 

●●●●●●●●●●●●●● 

 ●●●●●●●● 
 

■■市▲▲町 12-34 
■ 
 

●●●  ●●●● 

1234–56－▲▲▲▲  
Abc▲▲ @ ▲▲▲▲ 

   

とよはくパートナーに登録する理由を記入してください。 
 

✔ 
 

✔ 
 

✔ 
 

✔ 
 


